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多摩地区保護司会連絡協議会弔慰規程 

 

               制定  昭和４９年 ４月 １日 

               改正   同５５年 ３月２７日 

                    同６３年 ５月２０日 

                   平成 ６年 ３月２２日 

                    同１１年 ３月１２日 

 

第１条  会長は，多摩地区保護司会連絡協議会を代表して，弔慰を表することができる。 

 

     弔慰は，この規程の定めるところによる。 

 

第２条  多摩地区内保護司会所属の保護司に対しては，次の基準により弔慰金を贈る。 

      本人死亡の場合  １０，０００円 

     ただし，特に事情のある場合には，会長および副会長で協議し適切に対処する。 

 

第３条 
 

第４条 
 

 保護司以外の者に対して弔慰を表すべき事由が生じた場合は，会長および副会 

長が協議し，弔慰の内容を決定する。 

 

 保護司は，第２条および第３条にかかる事由を知った場合には，遅滞なく地区 

会長を通じて会長に通報するものとする。 

 

第５条  本規程による弔慰の返礼は，辞退する。 

 

付 則  この規程は，昭和４９年４月１日から施行する。 

 


